
名  称 土地家屋調査士法人 藤井事務所（主たる事務所） 

登録番号 ２６－０００２ 

所 在 地 〒７１０－００５３ 

 倉敷市東町８番２１号 

Ｔ Ｅ Ｌ ０８６－４２５－８２８２ 

会員氏名 藤井 耕治 （倉敷 １００３） 

業務範囲 

（目的及び業務） 

1.不動産の表示に関する登記について必要な土地又は家屋に関する調査

又は測量 

 2.不動産の表示に関する登記の申請手続 

 3.前号の手続に関する審査請求の手続 

 

4.当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、鑑定人その他 

これらに類する地位に就き、土地の境界に関する鑑定を行う業務又は 

これらの業務を行う者を補助する業務 

 5.土地の境界の資料及び境界標を管理する業務 

 6.前各号に掲げる業務に附帯する業務 

設立年月日 平成１８年４月２５日 

  

名  称 土地家屋調査士法人 藤井事務所（従たる事務所） 

登録番号 ２６－０００２－２６－０００１ 

所 在 地 〒７１１－０９０６ 

 倉敷市児島下の町十丁目１番４５号 

Ｔ Ｅ Ｌ ０８６－４７２－３５３０ 

会員氏名 鍋谷 健二 （倉敷 １２１８） 

業務範囲 主たる事務所に同じ 

（目的及び業務）  

設立年月日 平成１８年４月２５日 

 



 

名  称 土地家屋調査士法人 オフィス倉敷 

登録番号 ２６－０００３ 

所 在 地 〒７１０－０００３ 

 倉敷市平田６３１番地５ 

Ｔ Ｅ Ｌ ０８６－４２７－２３３４ 

会員氏名 佐藤 栄祐 (岡山１２４５) 

 南 由里子 (岡山１２７４) 

業務範囲 

（目的及び業務） 

1.他人の依頼を受けて行う不動産の表示に関する登記について必要な 

土地又は家屋に関する調査又は測量 

 2.他人の依頼を受けて行う不動産の表示に関する登記の申請手続 

 3.他人の依頼を受けて行う前号の手続に関する審査請求の手続 

 

 

 

4.当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、鑑定人その他 

これらに類する他位に就き、土地の境界に関する鑑定を行う業務又は

これらの業務を行う者を補助する業務 

 5.土地の境界の資料及び境界標を管理する業務 

 

 

6.土地家屋調査士又は土地家屋調査士法人の業務に関連する講演会の 

開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の業務 

 7.前各号に掲げる業務に附帯し、又は密接に関連する業務 

設立年月日 平成１９年３月６日 



　　名　　  称 土地家屋調査士法人　ハッピーパートナーズ

　　登録番号 ２６－０００４

　　所  在  地 〒７１０－０８２４

倉敷市白楽町８１番地３

　　Ｔ   Ｅ   Ｌ ０８６-４３０－０１６６

　　会員氏名 柴田　武則　（倉敷　１２０８）

大橋　智徳　（倉敷　１３４５）

　　業務範囲 1.不動産の表示に関する登記について必要な土地又は家屋に関する調

　　　   （目的及び業務）   査又は測量

2.不動産の表示に関する登記の申請手続又はこれに関する審査請求の

　手続についての代理

3.不動産の表示に関する登記の申請手続又はこれに関する審査請求の

　手続について法務局又は地方法務局に提出し、 又は提供する書類又

  は電磁的記録の作成

4.筆界特定の手続についての代理

5.筆界特定の手続について法務局又は地方法務局に提出し、又は提供

　する書類又は電磁的記録の作成

6.1～4に掲げる事務についての相談

7.土地の筆界が現地において明らかでないことを原因とする民事に関す

　る紛争に係る民間紛争解決手続 （民間事業者が、紛争の当事者が和

　解をすることができる民事上の紛争について、 紛争の当事者双方から

　の依頼を受け、 当該紛争の当事者との間の契約に基づき、 和解の仲

　介を行う裁判外紛争解決手続 （ 訴訟手続によらずに民事上の紛争の

　解決をしようとする紛争の当事者のため、 公正な第三者が関与して、 

　その解決を図る手続をいう。） をいう。） であって当該紛争の解決の業

  務を公正かつ的確に行うことができると認められる団体として法務大臣

　が指定するものが行うものについての代理

8.7に掲げる事務についての相談

9.当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、鑑定人その他

　これらに類する地位に就き、土地の筆界に関する鑑定を行う業務又は

　これらの業務を行うものを補助する業務

10.土地の筆界の資料及び境界標を管理する業務

11.土地家屋調査士又は土地家屋調査士法人の業務に関連する講演会

　の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の業務

12.競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第３３条の２第１

　項に規定する登記所の業務

13.前各号に掲げる業務に附帯し、又は密接に関連する業務

　　設立年月日 平成２２年１０月１日
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